
「建築物石綿含有建材調査者講習実施機関」として国の登録を受けました！ 

 

日頃より当協会をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

このたび、当協会は９月 19 日付で「建築物石綿含有建材調査者講習実施機関」として国の

登録を受けました。 

令和 5 年 10 月 1 日より、建物の改修工事・解体を行う際には、建築物石綿含有建材調査者

の資格を持った者の事前調査が義務化されています。 

また、当該資格を取得すれば、建物の維持管理のための石綿含有建材の調査など、的確に 

実施することができます。 

当協会では、11 月より受講者の募集・受付を開始いたします。 

講習日程等の詳細は後日、ホームページ上でお知らせしますので、ぜひお申込みください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 経営企画部 045-212-3149 


